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衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
と
民
法
第
七
百
九
条
（
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
）
に
関
す
る
質
問

に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
城
井
崇
君
提
出
原
子
力
損
害
賠
償
制
度
と
民
法
第
七
百
九
条
（
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
）
に
関
す
る

質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

原
子
力
損
害
の
賠
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
七
号
。
以
下
「
原
賠
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

二
項
に
規
定
す
る
原
子
力
損
害
（
以
下
「
原
子
力
損
害
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）

第
七
百
九
条
の
規
定
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
事
案
に
応
じ
て
、
裁

判
所
に
お
い
て
判
断
さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
が
、
一
般
に
は
、
原
賠
法
は
民
法
上
の
不
法
行
為
責
任
の
特
則
を
定
め
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
原
子
力
損
害
に
関
す
る
賠
償
責
任
の
要
件
を
定
め
る
原
賠
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
べ
き
場

合
に
お
い
て
は
、
民
法
第
七
百
九
条
の
規
定
の
適
用
が
排
除
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。


